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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原燃料及び水蒸気を用いて、水素を含有する改質ガスを生成する水素製造装置であって
、
　バーナと、
　前記バーナの火炎を囲むように設けられ、前記バーナの排ガスを一方の側から排出する
燃焼筒と、
　前記燃焼筒を囲むように筒状に設けられ、前記原燃料及び前記水蒸気を改質反応させて
前記改質ガスを生成する改質部と、
　前記燃焼筒と前記改質部との間を通って前記改質部の他方の側で折り返され、かつ前記
改質部の外側を通って一方の側に延在するように筒状に設けられ、前記燃焼筒の一方の側
から排出された前記排ガスを流通させる排ガス流路と、
　前記排ガス流路のうち一方の側に延在する延在部分に囲まれるように筒状に設けられ、
前記改質部で生成された前記改質ガスを触媒によってシフト反応させて前記改質ガスの一
酸化炭素濃度を低下させる低温シフト反応部と、
　前記低温シフト反応部の前記触媒の温度を計測する温度計測部と、
　前記延在部分を囲むように筒状に設けられ、貯留された水を周囲の熱によって加熱して
前記水蒸気を生成する蒸発部と、
　前記蒸発部を囲むように筒状に設けられ、前記低温シフト反応部でシフト反応させられ
た前記改質ガスを選択酸化反応させて前記一酸化炭素濃度を更に低下させる選択酸化反応
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部と、
　前記蒸発部に導入する前記水の導入量を制御する制御部とを備え、
　前記制御部は、前記温度計測部によって計測された前記低温シフト反応部の前記触媒の
温度が予め設定された設定温度となるように前記蒸発部に導入する前記水の導入量を制御
することを特徴とする水素製造装置。
【請求項２】
　前記制御部は、前記温度計測部によって計測された前記低温シフト反応部の前記触媒の
温度と前記設定温度との間に温度差がある場合に、当該温度差に対して基準値に基づき設
定された増加倍率で前記水の導入量を増加させて、前記低温シフト反応部の前記触媒の温
度を前記設定温度にすることを特徴とする請求項１記載の水素製造装置。
【請求項３】
　前記増加倍率は、前記低温シフト反応部の温度と前記設定温度との温度差が大きくなる
ほど倍率が高くなるように設定されていることを特徴とする請求項２記載の水素製造装置
。
【請求項４】
　前記増加倍率には、最大値と最小値とが設定されていることを特徴とする請求項２又は
３記載の水素製造装置。
【請求項５】
　前記制御部は、前記蒸発部内の水の液層の位置が前記選択酸化反応部よりも上部となり
、且つ前記蒸発部の出口において水が全て気化する量となるように前記水の導入量を制御
することを特徴とする請求項１～４のいずれか一項記載の水素製造装置。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか一項記載の水素製造装置と、
　前記水素製造装置によって生成された前記改質ガスを用いて発電を行う燃料電池スタッ
クと、を備えることを特徴とする燃料電池システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、原燃料及び水蒸気を用いて、水素を含有する改質ガスを生成する水素製造装
置、及びそのような水素製造装置を備える燃料電池システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　上記技術分野の水素製造装置には、原燃料及び水蒸気を改質反応させて改質ガスを生成
する改質部の後段に、改質ガスの一酸化炭素濃度を低下させるための低温シフト反応部及
び選択酸化反応部が設けられたものがある。この水素製造装置では、バーナの燃焼排ガス
にて低温シフト反応部と選択酸化反応部との触媒を加熱しており、改質部の改質触媒の温
度によってバーナの燃料量とバーナの空気量を制御している。このような水素製造装置に
おいて、改質触媒が劣化して場合には改質触媒への供給熱量を増加させる必要があり、燃
料電池セルスタックで用いなかった余剰改質ガスのみをバーナ燃料としている場合には、
原燃料流量を増加させて余剰改質ガス量を多くすることでバーナでの燃焼量を増加し、余
剰改質ガスとバーナ燃料を同時に燃焼する場合には、バーナ燃料の投入量を多くしたりす
る必要がある。このような場合、バーナの燃焼排ガスによって加熱されている低温シフト
触媒部と選択酸化触媒部との温度が上昇するために、選択酸化反応部へ供給する空気量及
び改質器に導入する水量によって、低温シフト反応部及び選択酸化反応部の触媒温度を制
御している。
【０００３】
　しかしながら、改質触媒の劣化に伴いバーナの燃焼量が増大した場合には、所定のＳ／
ＣやＯ２／ＣＯによる制御ではどうしても低温シフト反応部や選択酸化反応部の触媒温度
に変化が生じてしまう。これにより、低温シフト反応部から導出される一酸化炭素濃度の
上昇や選択酸化反応部においてメタネーション反応が起きる温度にまで昇温するといった
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問題があり、安定した改質ガスの供給が困難であった。また、負荷変動時等といった水素
発生装置全体の熱量が変化する過渡期にあっては、低温シフト反応部や選択酸化反応部の
触媒温度が定常運転時の温度から逸脱するおそれがある。
【０００４】
　そこで、例えば特許文献１に記載の水素製造装置では、改質用燃料供給量、低温シフト
反応部（一酸化炭素低減部）及び改質部に供給される水蒸気の温度の少なくとも一つに基
づいてスチームカーボン比（Ｓ／Ｃ）制御指示値を導出し、このＳ／Ｃ制御指示値と改質
燃料供給量とに基づいて導出された改質水の供給量を改質部に供給するようにポンプを制
御している。これにより、この水素製造装置では、低温シフト反応部の温度が変動した場
合であっても、投入される改質水の供給量が低温シフト反応部の温度の変動によって調整
されるため、低温シフト反応部の触媒温度を適正に維持して安定した改質ガスの供給の実
現を図っている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－１０８６５１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　このように、上記公報を始めとする水素製造装置にあっては、安定した改質ガスの供給
が望まれている。
【０００７】
　本発明は、上記問題を解決するためになされたものであり、改質ガスを安定的に供給で
き、信頼性の向上を図った水素製造装置及び燃料電池システムを提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明に係る水素製造装置は、原燃料及び水蒸気を用いて
、水素を含有する改質ガスを生成する水素製造装置であって、バーナと、バーナの火炎を
囲むように設けられ、バーナの排ガスを一方の側から排出する燃焼筒と、燃焼筒を囲むよ
うに筒状に設けられ、原燃料及び水蒸気を改質反応させて改質ガスを生成する改質部と、
燃焼筒と改質部との間を通って改質部の他方の側で折り返され、かつ改質部の外側を通っ
て一方の側に延在するように筒状に設けられ、燃焼筒の一方の側から排出された排ガスを
流通させる排ガス流路と、排ガス流路のうち一方の側に延在する延在部分に囲まれるよう
に筒状に設けられ、改質部で生成された改質ガスを触媒によってシフト反応させて改質ガ
スの一酸化炭素濃度を低下させる低温シフト反応部と、低温シフト反応部の触媒の温度を
計測する温度計測部と、延在部分を囲むように筒状に設けられ、貯留された水を周囲の熱
によって加熱して水蒸気を生成する蒸発部と、蒸発部を囲むように筒状に設けられ、低温
シフト反応部でシフト反応させられた改質ガスを選択酸化反応させて一酸化炭素濃度を更
に低下させる選択酸化反応部と、蒸発部に導入する水の導入量を制御する制御部とを備え
、制御部は、温度計測部によって計測された低温シフト反応部の触媒の温度が予め設定さ
れた設定温度となるように蒸発部に導入する水の導入量を制御することを特徴とする。
【０００９】
　この水素製造装置では、温度計測部によって計測された低温シフト反応部の触媒の温度
が予め設定された温度となるように蒸発部に導入する水の導入量を制御部にて制御してい
る。このように、低温シフト反応部の触媒の温度を蒸発部に導入する水の導入量によって
予め設定された設定温度とすることで、低温シフト反応部から導出される一酸化炭素の濃
度を所定値以下で維持することができる。そのため、選択酸化反応部に導入する空気量を
増量するといった制御を行わなくとも、選択酸化反応部から導出される一酸化炭素濃度を
所定の上限値以下とすることができる。したがって、改質ガスを安定的に供給でき、信頼
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性の向上を図ることができる。
【００１０】
　また、蒸発部に導入する水の導入量によって低温シフト反応部を設定温度に維持するた
め、機差（触媒量、ロット）、誤差（流量計、ポンプ）及び経年劣化等によって系全体の
温度及びガス組成のバランスが多少変動した場合であっても、それぞれの要因が補正され
るため、ロバスト性の向上を図ることができ、その結果、信頼性、耐久性の向上を図るこ
とができる。
【００１１】
　さらに、低温シフト反応部が排ガス流路の延在部分に囲まれるように筒状に設けられて
おり、選択酸化反応部が蒸発部を介して排ガス流路の延在部分を囲むように筒状に設けら
れている。そのため、水素製造装置の起動時にバーナの排ガスが排ガス流路を流通させら
れると、排ガスの熱によって低温シフト反応部、選択酸化反応部及び蒸発部が加熱されて
昇温させられる。そして、蒸発部に水が導入され、更に改質部に原燃料及び水蒸気が導入
されて、改質部で改質ガスが生成されるようになると、排ガスの熱だけでなく低温シフト
反応部の反応熱及び選択酸化反応部の反応熱も蒸発部に移動する。これにより、低温シフ
ト反応部及び選択酸化反応部がそれぞれ適切な反応温度に維持される。このように、この
水素製造装置によれば、起動時に低温シフト反応部及び選択酸化反応部での電気ヒータの
使用が不要となるので、起動エネルギの消費を抑制して、低温シフト反応部及び選択酸化
反応部を素早く昇温させることができる。
【００１２】
　ここで、制御部は、温度計測部によって計測された低温シフト反応部の触媒の温度と設
定温度との間に温度差がある場合に、温度差に対して基準値に基づき設定された増加倍率
で水の導入量を増加させて、低温シフト反応部の触媒の温度を設定温度にすることが好ま
しい。このような構成によれば、温度差に応じて水の増加倍率が設定されているので、低
温シフト反応部の触媒温度の変動に対応して蒸発部への水の導入量を増加させることがで
きる。したがって、低温シフト反応部の触媒の温度を設定温度で良好に維持できる。
【００１３】
　また、増加倍率は、低温シフト反応部の触媒の温度と設定温度との温度差が大きくなる
ほど倍率が高くなるように設定されていることが好ましい。これにより、低温シフト反応
部の触媒温度が高くなるほど水の導入量が増量されるため、より確実に低温シフト反応部
の触媒の温度を設定温度で維持できる。なお、増加倍率には、最大値と最小値とが設定さ
れている。
【００１４】
　また、制御部は、蒸発部内の水の液層の位置が選択酸化反応部よりも上部となり、且つ
蒸発部の出口において水が全て気化する量となるように水の導入量を制御する。
【００１５】
　また、本発明に係る燃料電池システムは、本発明に係る水素製造装置と、水素製造装置
によって生成された改質ガスを用いて発電を行う燃料電池スタックと、を備えることを特
徴とする。
【００１６】
　この燃料電池システムでは、上述した本発明に係る水素製造装置を備えているので、改
質ガスを安定的に供給でき、信頼性の向上を図ることができる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、改質ガスを安定的に供給でき、信頼性の向上を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の一実施形態に係る燃料電池システムのブロック図である。
【図２】図１の水素製造装置の端面図である。
【図３】制御マップを示す図である。
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【図４】図１の水素製造装置における制御部の処理手順を示すフローチャートである。
【図５】本発明の変形例に係る制御マップを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の好適な実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、各図
において同一又は相当部分には同一符号を付し、重複する説明を省略する。
【００２０】
　図１に示されるように、水素製造装置（ＦＰＳ：Fuel　Processing　System）１は、例
えば家庭用の燃料電池システム１００において水素供給源として利用されるものである。
ここでの水素製造装置１は、原燃料として石油系炭化水素が用いられ、水素を含有する改
質ガスをセルスタック（燃料電池スタック）２０に供給する。セルスタック２０は、水素
製造装置１によって生成された改質ガスを用いて発電を行う。
【００２１】
　なお、原燃料としては、アルコール類、ナフサ、バイオ燃料、軽油、液化石油ガス（Ｌ
ＰＧ）、天然ガス、都市ガス、メタノール或いはブタン等を用いてもよい。また、セルス
タック２０としては、固体高分子形の他、種々のものを用いてもよい。
【００２２】
　図１及び図２に示されるように、水素製造装置１は、脱硫部２と、中心軸を軸Ｇとする
円柱状外形の本体部３と、を備えている。脱硫部２は、外部から導入された原燃料を脱硫
触媒によって脱硫して硫黄分を除去し、この原燃料を後述のフィード部５へ供給する。本
体部３は、フィード部５、改質部６、シフト反応部７、選択酸化反応部８及び蒸発部９を
備え、これらが一体で構成されている。また、水素製造装置１は、制御部３０を備えてい
る。
【００２３】
　フィード部５は、脱硫部２で脱硫した原燃料及び水蒸気（スチーム）を合流・混合させ
て混合ガス（混合流体）を生成すると共に、生成した混合ガスを拡散しつつ改質部６に供
給する。改質部（ＳＲ：Steam　Reforming）６は、フィード部５により供給された混合ガ
スを改質触媒（改質触媒部）６ｘによって水蒸気改質して改質ガスを生成し、この改質ガ
スをシフト反応部７へ供給する。
【００２４】
　この改質部６は、中心軸を軸Ｇとする円筒状外形を呈し、本体部３の上端側に設けられ
ている。また、改質部６は、水蒸気改質反応が吸熱反応であるため、改質部６の改質触媒
６ｘを加熱するための熱源としてバーナ１０を利用している。
【００２５】
　バーナ１０では、外部から原燃料がバーナ燃料として供給されて燃焼される。このバー
ナ１０は、本体部３の上端部に設けられ軸Ｇを中心軸とする燃焼筒１１に、バーナ１０に
よる火炎が取り囲まれるよう取り付けられている。バーナ１０の燃焼ガスである排ガスは
、排ガス流路Ｌ１を介して外部に排出される。なお、バーナ１０においては、脱硫部２で
脱硫した原燃料の一部が、バーナ燃料として供給されて燃焼される場合もある。
【００２６】
　シフト反応部７は、改質部６から供給された改質ガスの一酸化炭素濃度（ＣＯ濃度）を
低下させるものであり、改質ガス中の一酸化炭素を発熱反応であるシフト反応させて水素
及び二酸化炭素に転換する。ここでのシフト反応部７は、シフト反応を２段階に分けて行
っており、高温（例えば４００℃～６００℃）でのシフト反応である高温シフト反応を行
う高温シフト反応部（ＨＴＳ：High　Temperature　Shift）１２と、高温シフト反応の温
度よりも低温（例えば１５０℃～３５０℃）でのシフト反応である低温シフト反応を行う
低温シフト反応部（ＬＴＳ：Low　Temperature　Shift）１３と、を有している。
【００２７】
　高温シフト反応部１２は、改質部６から供給された改質ガス中の一酸化炭素を高温シフ
ト触媒１２ｘによって高温シフト反応させ、改質ガスのＣＯ濃度を低下させる。高温シフ
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ト反応部１２は、中心軸を軸Ｇとする円筒状外形を呈しており、高温シフト触媒１２ｘが
改質触媒６ｘの下端部を囲繞するよう改質部６の径方向外側に隣接配置されている。この
高温シフト反応部１２は、ＣＯ濃度を低下させた改質ガスを低温シフト反応部１３へ供給
する。
【００２８】
　低温シフト反応部１３は、高温シフト反応部１２で高温シフト反応させた改質ガス中の
一酸化炭素を低温シフト触媒１３ｘによって低温シフト反応させ、改質ガスのＣＯ濃度を
低下させる。低温シフト反応部１３は、中心軸を軸Ｇとする円筒状外形を呈しており、本
体部３の下端側に配設されている。この低温シフト反応部１３は、ＣＯ濃度を低下させた
改質ガスを選択酸化反応部８へ供給する。低温シフト反応部１３には、温度センサ（温度
計測部）Ｃが設けられている。温度センサＣは、低温シフト反応部１３の低温シフト触媒
１３ｘの温度、より具体的には、低温シフト触媒１３ｘの出口の温度を計測する機能を有
しており、計測結果を温度情報として制御部３０へ出力する。
【００２９】
　選択酸化反応部（ＰＲＯＸ：Preferential　Oxidation）８は、低温シフト反応部１３
で低温シフト反応させた改質ガス中のＣＯ濃度を更に低下させる。これは、セルスタック
２０に高濃度の一酸化炭素を供給すると、セルスタック２０の触媒が被毒して大きく性能
低下するためである。この選択酸化反応部８は、具体的には、改質ガス中の一酸化炭素と
外部から導入される空気とを、選択酸化触媒８ｘによって発熱反応である選択酸化反応さ
せることで、選択的に酸化して二酸化炭素に転換する。
【００３０】
　この選択酸化反応部８は、中心軸を軸Ｇとする円筒状外形を呈しており、本体部３の下
端から所定長上端側にて該本体部３の最外周側を構成するよう配設されている。この選択
酸化反応部８は、ＣＯ濃度を更に低下させた改質ガスを外部へ導出する。
【００３１】
　蒸発部９は、周囲の熱、すなわち、低温シフト反応部１３、選択酸化反応部８及び排ガ
ス流路Ｌ１から移動させた熱（低温シフト反応部１３、選択酸化反応部８及び排ガスを冷
却して得た熱）で、内部に貯留された水を気化させて水蒸気を生成する。蒸発部９は、ジ
ャケット型のものであり、中心軸を軸Ｇとする円筒状を呈している。この蒸発部９は、生
成した水蒸気をフィード部５に供給する。蒸発部９には、水供給ポンプＰが接続されてい
る。水供給ポンプＰは、蒸発部９へ水を供給するポンプである。水供給ポンプＰにおける
蒸発部９への水の供給量は、制御部３０によって制御される。
【００３２】
　なお、本実施形態においては、例えば各触媒６ｘ，１２ｘ，１３ｘ，８ｘにて触媒反応
を好適に行うため、次のように各部位の温度が設定されている。すなわち、改質部６に流
入する混合ガスの温度が約３００～５５０℃とされ、改質部６から流出する改質ガスの温
度が５５０℃～８００℃とされ、高温シフト反応部１２に流入する改質ガスの温度が４０
０℃～６００℃とされ、高温シフト反応部１２から流出する改質ガスの温度が３００℃～
５００℃とされている。また、低温シフト反応部１３に流入する改質ガスの温度が１５０
℃～３５０℃とされ、低温シフト反応部１３から流出する改質ガスの温度が１５０℃～２
５０℃とされ、選択酸化反応部８に流入する改質ガスの温度が９０℃～２１０℃（１２０
℃～１９０℃）とされている。
【００３３】
　制御部３０は、低温シフト反応部１３の低温シフト触媒１３ｘの温度が予め設定された
設定温度となるように、蒸発部９に導入される水の導入量を調整する機能を有する。制御
部３０は、温度センサＣから出力された温度情報を取得すると、この温度情報に基づいて
水供給ポンプＰから蒸発部９に供給される水の供給量を制御する。具体的には、制御部３
０は、温度センサＣから出力された温度情報が示す低温シフト触媒１３ｘの温度の変化に
応じて制御マップを用い、水供給ポンプＰから供給される水の供給量を制御する。
【００３４】
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　ここで、制御マップについて具体的に説明する。図３は、制御マップを示す図である。
同図に示すように、制御マップＭでは、基準温度Ｔと低温シフト触媒１３ｘの温度Ｔ１と
の温度差に対して蒸発部９に供給される水の増加倍率が設定されている。より具体的には
、制御マップＭでは、原燃料の導入量（流量）によらず低温シフト触媒１３ｘが目標とす
る基準温度（設定温度）Ｔが一定に設定されており、原燃料に対する水量の基準値Ｓを「
１」として基準温度Ｔとの温度差が大きくなるにしたがい水の増加倍率が大きくなるよう
に設定されている。すなわち、増加倍率は、温度差の増加に応じて倍率が高くなるように
設定されており、例えば基準温度Ｔと低温シフト触媒１３ｘとの温度差が「＋１０℃」の
場合には基準値Ｓに対しての増加倍率が「１．１倍」、温度差が「＋２０℃」の場合には
基準値Ｓに対しての増加倍率が「１．３倍」、温度差が「＋３０℃」の場合には基準値Ｓ
に対しての増加倍率が「１．５倍」といったように設定されている。
【００３５】
　より具体的には、例えば低温シフト反応部１３の低温シフト触媒１３ｘの温度が「１７
０℃」である場合には、水の増加倍率が「１００％」、つまり基準値Ｓに対しての増加倍
率が「１．０倍」に設定されており、温度が「１９０℃」である場合には、水の増加倍率
が「１００％」、つまり基準値Ｓに対しての増加倍率が「１．０倍」に設定されている。
また、例えば低温シフト触媒１３ｘの温度が「１９５℃」の場合には、水の増加倍率が「
１１０％」、つまり基準値Ｓに対しての増加倍率が「１．１倍」に設定されており、温度
が「２４０℃」である場合には、水の増加倍率が「１３０％」、つまり基準値Ｓに対して
の増加倍率が「１．３倍」に設定されている。さらに、例えば低温シフト触媒１３ｘの温
度が「３００℃」の場合には、水の増加率が「１３０％」、つまり基準値Ｓに対しての増
加倍率が「１．３倍」に設定されている。なお、制御マップＭにて設定されている増加率
には最大値と最小値とが設定されており、最大値は３．０倍、最小値は１．０倍となって
いる。
【００３６】
　制御部３０は、低温シフト触媒１３ｘの温度に基づいて制御マップＭを用いて水の増加
倍率を設定し、この増加倍率に応じて水供給ポンプＰの水量を調整する。これにより、蒸
発部９に供給される水の量が増加されるため、低温シフト反応部１３では、低温シフト触
媒１３ｘの出口の温度が所定範囲内の基準温度Ｔに維持される。さらに、蒸発部９には水
面ＷＦを検出するセンサ（図示しない）が設けられており、制御部３０は、低温シフト触
媒１３ｘの温度が基準温度Ｔからずれた場合でも、上記の最大値、最初値に関わらず、蒸
発部９の液層の位置が選択酸化反応部８よりも上部となり、且つ蒸発部９の出口において
水が全て気化、すなわち水が完全に蒸発する量となるよう導入量の範囲を制限するように
、水供給ポンプＰを制御する。
【００３７】
　次に、上述したバーナ１０、燃焼筒１１、排ガス流路Ｌ１、改質部６、高温シフト反応
部１２、低温シフト反応部１３、選択酸化反応部８、蒸発部９の配置関係について、より
詳細に説明する。
【００３８】
　図２に示されるように、燃焼筒１１は、バーナ１０の火炎を囲むようにバーナ１０の下
端部に設けられている。燃焼筒１１は、バーナ１０の燃焼ガスである排ガスを下側（一方
の側）から排出する。改質部６は、燃焼筒１１を囲むように筒状（ここでは、上述したよ
うに中心軸を軸Ｇとする円筒状外形）に設けられている。排ガス流路Ｌ１は、燃焼筒１１
の下側から燃焼筒１１と改質部６との間を通って改質部６の上側（他方の側）で折り返さ
れ、かつ改質部６の外側を通って下側に延在するように筒状に設けられている。高温シフ
ト反応部１２は、改質部６を囲み、かつ排ガス流路Ｌ１のうち改質部の外側を通る部分Ｌ
１ａに囲まれるように筒状に設けられている。
【００３９】
　低温シフト反応部１３は、排ガス流路Ｌ１のうち下側に延在する部分（延在部分）Ｌ１
ｂに囲まれるように筒状に設けられている。換言すれば、低温シフト反応部１３は、排ガ
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ス流路Ｌ１の部分Ｌ１ｂの内側（ここでは、径方向内側）において部分Ｌ１ｂに沿うよう
に筒状に設けられている。蒸発部９は、排ガス流路Ｌ１の部分Ｌ１ｂを囲むように筒状に
設けられている。選択酸化反応部８は、蒸発部９を囲むように筒状に設けられている。換
言すれば、選択酸化反応部８は、排ガス流路Ｌ１の部分Ｌ１ｂの外側（ここでは、径方向
外側）において部分Ｌ１ｂに沿うように筒状に設けられている。
【００４０】
　なお、低温シフト反応部１３を排ガス流路Ｌ１の部分Ｌ１ｂの内側に配置し、選択酸化
反応部８を排ガス流路Ｌ１の部分Ｌ１ｂの外側に配置することで、選択酸化反応部８の放
熱を促進させることができる。また、選択酸化反応部８の選択酸化触媒８ｘは、低温シフ
ト反応部１３の低温シフト触媒１３ｘよりも通常少量となるため、前述の配置構成は、水
素製造装置１の大型化を抑制する。
【００４１】
　低温シフト反応部１３の上端部（他方の側の端部）は、選択酸化反応部８の上端部より
も上側に位置している。蒸発部９の上端部は、高温シフト反応部１２の下端部（一方の側
の端部）の外側に位置している。そして、改質部６で改質ガスが生成されているときは、
蒸発部９に貯留された水の水面ＷＦは、低温シフト反応部１３の上端部及び選択酸化反応
部８の上端部よりも上側に位置するように調整される。
【００４２】
　なお、フィード部５は、燃焼筒１１の下側において燃焼筒１１に対向する位置から改質
部６の下端部に至っている。改質部６で生成された改質ガスを流通させる改質ガス流路Ｌ
２は、改質部６の上端部の外側から、高温シフト反応部１２及び低温シフト反応部１３を
上側から下側へと通り、更に選択酸化反応部８を下側から上側へと通ってセルスタック２
０に至っている。
【００４３】
　また、蒸発部９に導入される水を流通させる水流路Ｌ３は、改質ガス流路Ｌ２のうち選
択酸化反応部８の下流側の部分に設けられた予熱部１５を通って、蒸発部９の下端部に至
っている。予熱部１５は、蒸発部９に導入される水を、選択酸化反応部８から導出された
改質ガスの熱によって予熱する。蒸発部９で生成された水蒸気を流通させる水蒸気流路Ｌ
４は、蒸発部９の上端部から、原燃料を流通させる原燃料流路Ｌ５に合流してフィード部
５に至っている。
【００４４】
　上述の構成を有する水素製造装置１では、制御部３０において以下の制御を実行するこ
とで、選択酸化反応部８から導出されるＣＯ濃度を所定の上限値（例えば１０ｐｐｍ）以
下としている。すなわち、水素製造装置１では、低温シフト触媒１３ｘの温度に応じて所
定の制御マップＭを用い、低温シフト反応部１３の低温シフト触媒１３ｘの温度を所定温
度以下とするために蒸発部９への水の供給量を変更することで、選択酸化反応部８から導
出されるＣＯ濃度を所定範囲内とする。
【００４５】
　具体的な制御部３０の制御方法について、図４を参照しながら説明する。図４は、制御
部の処理手順を示すフローチャートである。
【００４６】
　図４に示すように、まず温度センサＣによって計測された低温シフト反応部１３の低温
シフト触媒１３ｘの温度情報が取得される（ステップＳ０１）。低温シフト触媒１３ｘの
温度情報が取得されると、この取得された低温シフト触媒１３ｘの温度情報が示す温度Ｔ
１と基準温度Ｔとの温度差が求められる（ステップＳ０２）。
【００４７】
　そして、制御マップＭに基づいて、基準温度Ｔからの温度差に対応する水（プロセス水
）の増加倍率が設定される（ステップＳ０３）。具体的には、図３に示すように、例えば
温度差が「１５℃」である場合には、水の増加倍率が「１．２倍」に設定される。その後
、設定された増加率に応じて水供給ポンプＰが制御される（ステップＳ０４）。これによ
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り、低温シフト反応部１３の低温シフト触媒１３ｘの温度が所定の範囲内に設定され、こ
れに伴い選択酸化反応部８から導出されるＣＯ濃度が所定値に維持される。
【００４８】
　以上説明したように、燃料電池システム１００の水素製造装置１では、蒸発部９に導入
する水の導入量を制御する制御部３０によって、低温シフト触媒１３ｘの温度を計測する
温度センサＣによって計測された低温シフト反応部１３の低温シフト触媒１３ｘの温度が
予め設定された基準温度Ｔとなるように水供給ポンプＰが蒸発部９に導入する水の導入量
を制御している。このように、低温シフト反応部１３の低温シフト触媒１３ｘの温度を蒸
発部９に導入する水の導入量によって予め設定された基準温度Ｔとすることで、低温シフ
ト反応部１３から導出されるＣＯ濃度を所定値以下で維持することができる。そのため、
選択酸化反応部８に導入する空気量を増量するといった制御を行わなくとも、選択酸化反
応部８から導出されるＣＯ濃度を所定の上限値以下とすることができる。したがって、改
質ガスを安定的に供給でき、信頼性の向上を図ることができる。
【００４９】
　また、蒸発部９に導入する水の導入量によって低温シフト反応部１３を基準温度Ｔに維
持するため、機差（触媒量、ロット）、誤差（流量計、ポンプ）及び経年劣化等によって
系全体の温度及びガス組成のバランスが多少変動した場合であっても、それぞれの要因が
補正されるため、ロバスト性の向上を図ることができ、その結果、信頼性、耐久性の向上
を図ることができる。
【００５０】
　また、低温シフト反応部１３が排ガス流路Ｌ１の部分Ｌ１ｂに囲まれるように筒状に設
けられており、選択酸化反応部８が蒸発部９を介して排ガス流路Ｌ１の部分Ｌ１ｂを囲む
ように筒状に設けられている。そのため、水素製造装置１の起動時にバーナ１０の燃焼ガ
スである排ガスが排ガス流路Ｌ１を流通させられると、排ガスの熱によって、改質部６及
び高温シフト反応部１２だけでなく、低温シフト反応部１３、選択酸化反応部８及び蒸発
部９も加熱されて昇温させられる。その後、蒸発部９に水が導入されると、加熱水蒸気の
熱によって、改質部６、各シフト反応部１２，１３及び選択酸化反応部８が更に加熱され
て昇温させられる。これにより、改質部６、各シフト反応部１２，１３及び選択酸化反応
部８がそれぞれ適切な反応温度に昇温させられる。そして、蒸発部９で生成された水蒸気
と共に原燃料が改質部６に導入され、選択酸化反応部８に空気が導入されると、一酸化炭
素濃度が低下させられた改質ガスが生成され始める。このとき、排ガス流路Ｌ１の部分Ｌ
１ｂでは、排ガスの熱だけでなく低温シフト反応部１３の反応熱及び選択酸化反応部８の
反応熱も蒸発部９に移動する。これにより、低温シフト反応部１３及び選択酸化反応部８
がそれぞれ適切な反応温度に維持される。このように、水素製造装置１及びその起動方法
によれば、起動時に低温シフト反応部１３及び選択酸化反応部８での電気ヒータの使用が
不要となるので、起動エネルギの消費を抑制して、低温シフト反応部１３及び選択酸化反
応部８を素早く昇温させることができる。
【００５１】
　また、制御部３０は、温度センサＣによって計測された低温シフト反応部１３の低温シ
フト触媒１３ｘの温度Ｔ１と基準温度Ｔとの間に温度差がある場合に、温度差に対して基
準値Ｓに基づき設定された増加倍率で蒸発部９に導入する水の導入量を増加させて、低温
シフト反応部１３の低温シフト触媒１３ｘの温度を基準温度Ｔにする。このような構成に
よれば、低温シフト触媒１３ｘと基準温度Ｔとの温度差に応じて水の増加倍率が設定され
ているので、低温シフト反応部１３の低温シフト触媒１３ｘの温度の変動に対応して蒸発
部９への水の導入量を増加させることができる。したがって、低温シフト反応部１３の低
温シフト触媒１３ｘの温度を基準温度Ｔで維持できる。
【００５２】
　また、増加倍率は、低温シフト反応部の触媒の温度と設定温度との温度差が大きくなる
ほど倍率が高くなるように設定されている。これにより、低温シフト反応部１３の低温シ
フト触媒１３ｘの温度が高くなるほど水供給ポンプから供給される水の量が増量されるた
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め、より確実に低温シフト反応部１３の低温シフト触媒１３ｘの温度を基準温度Ｔで維持
できる。
【００５３】
　本発明は、上記実施形態に限定されるものではない。例えば、上記実施形態では、制御
マップＭにおいて、原燃料の導入量によらず低温シフト触媒１３ｘの目標温度（基準温度
Ｔ）が一定の場合を例示したが、原燃料の導入量に応じて低温シフト触媒１３ｘの目標温
度が変更されてもよい。具体的には、図５を参照しながら説明する。図５は、他の変形例
に係る制御マップを示す図である。
【００５４】
　図５に示すように、制御マップＭＡでは、原燃料の導入量と低温シフト触媒１３ｘの温
度の変動に応じて水の増加倍率が設定されており、原燃料の増加に伴い低温シフト触媒１
３ｘの目標温度が低下するように設定されている。制御マップＭＡでは、基準となる低温
シフト触媒１３ｘの目標温度（目標値）Ｇが設定されおり、この目標温度Ｇでは、水の増
加倍率が１．０倍に設定されている。そして、制御マップＭＡでは、この目標温度Ｇの水
の増加倍率を基準として、例えば低温シフト触媒１３ｘの温度が目標温度Ｇに対して「＋
１０℃」である場合には、水の増加倍率が「１．１倍」に設定されており、低温シフト触
媒１３ｘの温度が目標温度Ｇに対して「＋２０℃」である場合には、水の増加倍率が「１
．３倍」に設定されており、低温シフト触媒１３ｘの温度が目標温度Ｇに対して「＋３０
℃」である場合には、水の増加倍率が「１．５倍」に設定されている。
【００５５】
　制御部３０は、上記制御マップＭＡを用い、蒸発部９に導入する水の増加倍率を設定し
、水供給ポンプＰを制御する。これにより、蒸発部９に供給される水の量が増加されるた
め、低温シフト反応部１３では、低温シフト触媒１３ｘの出口の温度が所定範囲内の目標
温度Ｇに維持される。
【００５６】
　また、上記実施形態では、水素製造装置は、改質ガス中の一酸化炭素をシフト反応させ
るものとして高温シフト反応部及び低温シフト反応部を備えているが、低温シフト反応部
のみを備えるものであってもよい。
【００５７】
　また、水素製造装置の改質部は、水蒸気改質反応を利用するものに限定されず、原燃料
及び水蒸気を用いて改質ガスを生成するものであれば、他の改質反応を利用するものであ
ってもよい。また、水素製造装置の配置構成については、上記水素製造装置１を上下反転
したような配置構成（例えば、バーナ１０が下部に設置されて構成された水素製造装置）
としてもよい。また、水素製造装置は、脱硫器を備えない場合もある。
【００５８】
　ちなみに、上記の「筒状」とは、略円筒状だけでなく、略多角筒状を含むものである。
また、略円筒状及び略多角筒状とは、円筒状及び多角筒状に概略等しいものや、円筒状及
び多角筒状の部分を少なくとも含むもの等の広義の円筒状及び多角筒状を意味している。
また、上記実施形態は、好ましいとして、中心軸を軸Ｇとする同軸構成とされているが、
本発明は、略同軸又は軸Ｇに沿った構成とされていてもよい。
【符号の説明】
【００５９】
　１…水素製造装置、６…改質部、８…選択酸化反応部、９…蒸発部、１０…バーナ、１
１…燃焼筒、１３…低温シフト反応部、１５…予熱部、２０…セルスタック（燃料電池ス
タック）、３０…制御部、１００…燃料電池システム、Ｃ…温度センサ（温度計測部）、
Ｌ１…排ガス流路、Ｌ１ａ…部分、Ｌ１ｂ…部分（延在部分）。
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